
●  ２月の相談受付件数は、２８９件で〈表１〉のとおりです。前年同月（２９６件）と比べ、７件減少しました。

●　総相談受付件数２８９件のうち、「不当請求」と判断される相談は１４件で、前年同月（１５件）と比べ、１件減少しました。

●　相談の多かった商品・サービスは、＜表２＞のとおりです。第１位は｢商品一般｣で、以下「化粧品（全体）」、「役務その他サービス」、

　　「不動産賃借」、「工事・建築」、「他の娯楽等情報配信サービス」となっています。
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＜図１＞年代別相談件数 ＜表２＞商品・サービス上位５品目

県消費生活センターに来所し相談したい場合は、あらかじめ電話（025‐285‐4196）でご予約ください。

ホームページ　https://www.pref.niigata.lg.jp/site/shohiseikatsu/
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●　契約者の年代別相談件数は、〈図１〉のとおりです。７０代以上が一番多く７９件、以下６０代が３７件、５０代が３６件、４０代が２８件、

　　２０代が２４件、３０代が１７件、１０代以下が３件の順です。
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令和６年２月分の消費生活相談の概況
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お知らせ 高齢者に訪問購入(※)のトラブルが多いので注意しましょう

3

24
17

28
36 37

79
65

0

50

100

１０代以下 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代以上 不明

件
数

アドバイアドバイ 困ったときは 消費生活アドバイ 消費生活

相談事例２

着物の買い取りに来た業者が「査定結
果の連絡待ちだ」と言って数時間帰らな
い。その間に「不要な貴金属はないか」
を聞かれ、安く買い取られてしまった。

訪問購入のここに注意！

相談事例１

買取業者から「不用品を買い取る」
と電話があり、処分したい洋服があっ
たので来訪を承諾した。
その際「貴金属はないか」と何度も

聞かれ、仕方なく遺品のアクセサリー
類を見せたところ、まとめて1万円で買
い取ると言って持って行った。
確認したところ、大事なパールネッ

クレスが見当たらず、明細書にも記載
がない。

１ 高齢者がひとりで対応するのは避けましょう

事業者を一旦家に入れると勧誘を断りにくくなりがちです。安易に

訪問を承諾せず、受ける際は信頼できる方と一緒に対応しましょう。

２ 買取を依頼していない物品の売却は断りましょう

「依頼した物品以外に貴金属等の買い取りを勧誘する行為」は禁止

されています。見せるよう言われてもきっぱり断りましょう。

３ 売却したときは 契約書の交付を求めましょう

契約書で引き渡す物品、特徴、価格や事業者名を確認しましょう。

４ クーリング・オフが可能です

書面受領から8日以内は、購入事業者へ書面で申し入れを行うこと

により、無条件で契約を解除することができます。（本など一部対象

外の物品あり）

５ その場ですぐに物品を引き渡す必要はありません

クーリング・オフ期間は「引渡し拒絶権」が認められています。

(※) 消費者の自宅を購入業者が訪問し、物品を買い取ること

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20231108_1.html

